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オース トラリアの家族の変化 (その3)

野遵 政雄

メルボルンのグレン･アイラ市に住む高齢女性に2005年と2006年に聞き取 り調査をおこな

い､彼女たちの語 りを既に 『研究集録』に発表した｡その語 りを理解することの助けとなる

ように､彼女たちが生きた時代 (1925年から2006年ころまで)のオーストラリア社会の社会

変動を解説してゆく｡本稿では､統計データを提示しつつ､オース トラリアの家族の変化に

関する先行研究の成果をまとめ､それに考察を加えた｡
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(l)オース トラリアの結婚動向

第2次世界大戦直後にオーストラリアで結婚ブー

ムの時代が出現したが,その理由の1つは経済が好

調であったことである｡その当時,結婚したら,男

性は一家の稼ぎ手となり,女性は専業主婦になるこ

とが一般的であった｡第2次世界大戦後から1970年

代はじめまで経済が好調であったので,ほぼ完全雇

用が維持されていた｡そのため.ほとんどの男性は

学校を卒業後にフルタイムの仕事について,一家を

支えるのに十分な給料を一人で稼 ぐことができた｡

男性は経済力を保有していたので,人々はとても若

くして結婚し,生涯未婚率が低かったのである｡

晩婚化や未婚化が1970年代半ばから進んだが,こ

れは次のような理由からであった｡1970年代半ばか

ら景気が後退し,失業率が高くなった｡さらに,新

自由主義にもとづく労使関係の改革のために,1980

年代後半には実質賃金が減少してゆき,非正規雇用

やパー トタイムでの雇用が若者の間で広まった｡就

業での不確実性が若者の間で高まったので,一家を

支えるのに十分な給料を稼げない男性が出てきた｡

また.住宅価格の高騰などから,たとえ夫が就業し

ていても,夫の収入だけでは住宅ローンを借 りて,

住宅を購入することがむずかしくなったOさらに.

1980年代から教育期間が長くなり,若者がフルタイ

ムで就業 してある程度の収入を稼げる時期が遅 く

なっていったOこうした理由から,晩婚化や未婚化

が進んだのであるO晩婚化や未婚化が進むのに合わ

せて,1970年代から同棲が広まっていった｡

最近ではパー トナーのいない若者の割合が増加し

ているが (図6の第3欄を参照).ビレルとラブソ

ン (BirrellandRapson1998)はその原因を探究し

た｡彼らによれば,女性は学歴によって求めるパー

トナーが相違するという｡学歴の高い女性は自ら働

いて高収入を稼 ぐことができる｡こうした女性は高

学歴で高い収入を得ている男性をパー トナーとして

求め,結婚ないし同棲後.共働きで高収入を確保し,

家事や育児をパー トナーと分担しようとする｡これ

に対し,学歴の低い女性は,結婚ないし同棲後ノギー

トナーに一家の稼ぎ手となってもらい.家事と育児

をおこなう専業主婦となろうとする｡オース トラリ

アでは,後者のような女性が圧倒的に多いという｡

ビレルとラブソンはセンサスのデータを分析し.

パー トナーのいない若者が1986年から1996年にわ

たって増加していたのは次のような理由からである

ことを明らかにした｡オース トラリアでは新自由主

義にもとづ く産業構造の再編成 (規制破和や自由化

の政策の導入)が1980年代と1990年代にあった｡こ

の再編成によって,フルタイムの仕事に就けず,十

分な収入を得ることができない低学歴の男性が増加

した一方で,女性は就業率が高くなった｡低学歴の

女性でも多 くが非正規雇用やパートタイムの労働者

になり.ある程度の収入を自ら稼ぐようになった｡

そうした女性は一家の稼 ぎ手となる男性をパー ト
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ナ-として求めているが,ある程度の経済力を保有

しているから,十分な収入を得ることができない男

性をパー トナーとしなくともよい｡そこで,低学歴

で,フルタイムの仕事に就いておらず,収入の低い

男性は,パー トナーを得にくくなった｡こうして,

パー トナーのいない若者の割合が増加した｡

その後,ビレルら (Birrelletal.2004)は,2001

年のセンサスのデータを分析した｡その分析によれ

ば,高収入の男性と比べると,低収入の男性 (とく

に就業していない男性や失業中である男性)にパー

トナーがいないという傾向は2001年にもあったOと

ころで,パートナーのいない若い女性の割合が1986

年から増加していることは,前述の通 りである (衣

6を参照)｡ビレルらはそれがとくに大卒でない女

性の間で起こっており,2001年においてパー トナー

のいない女性の割合は学歴によってほとんど差がな

いことを明らかにした｡

(2)結婚動向の日本との比較

日本の平均初婚年齢は図5のように推移した｡男

性の平均初婚年齢は女性のそれよりも高いが,平均

初婚年齢は男性も女性もほぼ同じように変化した｡

平均初婚年齢は第2次世界大戦後から1960年頃まで

だんだんと上昇した｡1961年には.平均初婚年齢は

男性が27.3歳.女性が24.5歳となった｡平均初婚年

齢は1960年代前半に安定していたが,1960年代後半
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から1970年代前半にかけてやや低下した｡1972年に

は,平均初婚年齢は男性が26.7歳,女性が24.3歳と

なった｡1973年頃から平均初婚年齢は上昇し始め,

現在まで続いているOそして,2009年の平均初婚年

齢は男性が30.4歳,女性が28.6歳となった｡

日本の生涯未婚率の推移を図6に示すが.この図

より次のことを読み取れる｡男性の生涯未婚率は

1975年から上昇している｡そして,1975年から2010

年までの35年間に男性の生涯未婚率は9倍となり.

2010年の生涯未婚率は19.4%となった｡女性の生涯

未婚率は男性ほど急激に上昇していないが,1955年

からだんだんと上昇している｡そして,女性の生涯

未婚率は2000年に9.80/.となった｡

このように,日本では1975年頃から晩婚化や未婚

化が進行し,現在まで続いている｡山田 (1996)は

その原因を次のように説明する｡

彼によれば,結婚の意味が男性と女性で相違する

という｡男性にとって結婚は人生における1通過点

にすぎず,これによって人生が大きく変化すること

はない｡ところが,女性にとって結婚とは ｢生まれ

変わりのチャンス｣という意味があり,その後の人

生が配偶者の社会的地位･職業･収入によって決まっ

てしまう｡そこで,配偶者選択の基準が男性と女性

で異なってくる｡男性にとって理想の配偶者は,こ

れまでの生き方を支援してくれる (例えば,家事や

育児を積極的にやってくれる)女性ということにな
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年

(出典)国立社会保障 ･人口問題研究所 ｢人口統計資料集｣｡

図5 日本の平均初婚年齢の推移
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る.そして,男性は配偶者として学歴 ･職業 ･収入

などにおいて自分よりも低い女性を選択する傾向が

ある｡一方,女性にとって理想の配偶者は,未婚で

あったときよりもよりよい人生をもたらしてくれる

男性ということになる｡女性は結婚後の人生を配偶

者に託すわけであるから,学歴 ･職業 ･収入などに

おいて自分よりも高い男性を配偶者として選択する

傾向がある18)｡また,未婚のときの生活は父親によっ

て支えられていたから,父親の学歴 ･職業 ･収入よ

りも高い男性を配偶者として選びたいという傾向も

ある｡

高度経済成長期,男性はよい職業 (事務労働者や

工場労働者といったサラリーマン)に就くことがで

き,収入も右肩上がりで上昇していたので,男性に

も女性にも結婚の条件にあう相手がたくさんいた｡

そのため,ほとんどの人が結婚することができた｡

1973年に高度経済成長が終若し,安定成長期に入っ

た｡高度経済成長が止まったので,男性がよい職業

に就いたり,収入が増加したりする条件はなくなっ

てしまった｡さらに,高度経済成長期に女性の高学

歴化が進んだ｡その結果,女性にとって,結婚の条

件にあう男性が少なくなり,結婚難という事態が生

まれた｡なかでも,高学歴 ･専門職 ･高収入といっ

た高い階層の女性には結婚条件にふさわしい男性が

とくにいなくなった｡また,低学歴 ･低収入といっ

た低い階層の男性は,女性によって結婚の条件にか

20- -----------

なう男性として選択されにくくなった｡これらの女

性 と男性は結婚がむずかしくなった｡こうして,

1970年代半ばから平均初婚年齢が上昇し,生涯未婚

率が高くなったOバブル経済が崩壊した1990年代以

降,非正規雇用やパー トタイムの労働者が増大した

ために,低収入の若い男性が増大した｡そのため,

晩婚化や未婚化がいっそう進行した｡山田はこうし

たことを日本で晩婚化や未婚化が進んだ原因の1つ

として指摘 した｡

オーストラリアと日本で1970年代から晩婚化や未

婚化が進行した｡その原因を比較すると,両国で晩

婚化や未婚化が基本的に同じ原因で起こっているこ

とが分かる｡好景気の時代が終わり,男性がよい職

業に就いて,家族を養うのに十分な収入を稼 ぐ条件

が失われた｡低学歴 ･低収入の男性は女性によって

結婚相手の条件に見合う相手として選ばれにくいか

ら,そうした男性は結婚がむずかしくなった｡こう

して,晩婚化や未婚化が両国で進んでいる｡前述し

たように,オーストラリアでは1970年代から同棲が

広まっている｡先のビレルら (BirrellandRapson

1998;Birrelletal.2004)の研究によれは 低学歴･

低収入の男性は結婚だけでなく,同棲さえもむずか

しかった｡

(3)離婚動向の日本との比較

日本の普通離婚率の推移を図7に示す｡日本では,

1920 192519301935194019451950 19551960 1965 1970 19751980198519901995200020052010
年

(出典)国立社会保障 ･人口問題研究所 ｢人口統計資料集｣｡

図6 日本の生涯未婚率の推移
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(注)人口1000人当たりの年間離婚件数｡

(出典)厚生労働省 ｢人目動態統計｣｡

図7 日本の普通離婚率の推移

1935 1940 1945年 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

年

(出典)国立社会保障 ･人口問題研究所 ｢人口統計資料集｣,厚生労働省 ｢人口動態統計｣｡

図8 日本の合計特殊出生率の推移

普通離婚率は1964年から徐々に上昇 していった｡ が急激に上昇 した｡それ以降,2.4から2.9の間で比

1985年から下降するが,再び1991年から上昇してゆ 軽的安定して推移した｡普通離婚率は2001年から低

き,2002年には2.3となった02003年から低下して, 下を始め,2008年には2.2となった｡日本の普通離

2009年には2.0となった｡オース トラリアでは1976 婚率はオース トラリアのように一挙に上昇したわけ

年に家族法が施行されたので,この年に普通離婚率 ではないが,長期間にわたって徐々に上昇していっ
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た｡そして.日本の普通離婚率はオース トラリアの

それにかなり近くなった｡

日本で離婚が増加した理由はいくつも指摘されて

いるが,重要と思われるものを2つあげておきた

い｡第1に,就業する女性が増加したことがある｡

就業する女性は離婚したとしても経済的に自立Lや

すいから,満足のゆかない結婚生活を耐え忍ばなく

てもよくなった (森岡 ･望月 1997:58)｡第2に.

1990年頃から雇用が不安定化した｡正規雇用の職業

に就くことがむずかしくなり,たとえ正規雇用の職

業についても企業の倒産や解雇のリスクが高まっ

た｡給料や賃金も高度経済成長期ほど順調に上昇し

てゆくわけではなくなった｡そのため,夫は一家を

養うのに十分な収入を稼げるわけでは必ずしもなく

なった｡夫は妻が期待する収入を稼げるわけではな

くなったために,感情的なすれ違いが夫婦の間に生

じやすくなった (山田2004:137-9)｡

日本で離婚が増加したこれら2つの理由は,オー

ス トラリアで離婚が増加した理由でもある｡このよ

うに,日本で離婚が増加した理由には,オーストラ

リアで離婚が増加した理由に通底するものがある｡

(4)出産動向の日本との比較

日本の合計特殊出生率の推移を図8に示すが.こ

の図から次のことを読み取れる｡1949年から1955年

頃まで急激に低下した｡合計特殊出生率は1949年に

4.32であったが,1955年に2.37となった｡高度経済

成長期に当たる1955年から1973年まで,合計特殊出

生率は2.1くらいで安定していた｡1974年から合計

特殊出生率は逓減してゆき,2005年には1.26となっ

た｡その後は,やや上昇している｡

敗戦後の混乱から,第2次世界大戦直後,多くの

日本人は食糧難や生活苦にあえいでいた｡その解決

策として,堕胎が広くおこなわれていた｡1948年に

優生保護法が制定され,条件付きであるが人工妊娠

中絶が認められた｡この法律は1949年と1952年に改

正されて,人工妊娠中絶が実質的に合法化されるこ

とになった｡その結果,その実施報告数は1950年代

半ばに最も高くなり,合計特殊出生率が急激に低下

していった｡1954年から1958年頃には.受胎調節指

導を主とした家族計画運動が政府の人口政策として

全国的に展開された｡日本鋼管川崎製鉄所を皮切 り

にいくつもの大企業において従業員の家庭の主婦を

対象として受胎調節や家族計画の指導(新生活運動)

が大規模かつ組織的になされた｡さらに,助産婦や

保健婦が生活保護受給者や低所得者に受胎調節の指

導をしたり,多くの農村地域で受胎調節や家族計画

を指導したりした｡当時,夫婦は子供の数を減らす

ことが自らの利益であり,生活水準の向上に繋がる

ことが認識するようになっていたから,家族計画運

動は成功をおさめた｡多くの夫婦が避妊を実行する

ようになっていたために,合計特殊出生率は引き続

き低下していった｡出生率が低下する中で,子供は

計画的に2人か3人ということが国民の間で規範化

されていった (荻野 2008:191-254;田間 2006:23-
61)｡そのため,合計特殊出生率は高度経済成長期に

2.1くらいで安定していた｡

日本では非嫡出子の割合がとても低い｡結婚して

いる女性が出産することが一般的であるから,結婚

が出産の前提なのである｡それゆえ,晩婚化や未婚

化は出生率の低下をもたらす｡前述のように,1975

年頃から晩婚化や未婚化が進行した｡その結果,令

計特殊出生率が1975年頃から低下するようになっ

た｡1975年頃以降も,夫婦は高度経済成長期と同じ

くらいの人数の子供 (2.2人)を生み育てていたが.

1995年頃から夫婦あたりの平均子供数が減少し始め

た｡こうして,晩婚化や未婚化からだけでなく,夫

婦が子供数を控えるようになったことからも,合計

特殊出生率が低下するようになった (山田2007)｡

オース トラリアと日本の合計特殊出生率の推移

は,1970年代半ばまでとても相違している｡人工妊

娠中絶が合法化され,家族計画運動が展開されたた

めに, 日本の合計特殊出生率は1955年頃に既に2.1

くらいまで低下していた｡その後,合計特殊出生率

は2.1くらいで1970年代半ばまで安定していた｡こ

れに対し,オース トラリアの合計特殊出生率は1950

年代に上昇しており,3を超えていた｡合計特殊出

生率は1960年代 と1970年代の2回急激に低下 し,

1970年代半ばに2.1となったO合計特殊出生率は日

本が1975年に,オーストラリアが1978年に2を割っ

た｡オース トラリアの合計特殊出生率は1970年代終

わりから1980年代にかけて1.8から1.9で安定してい

た｡1990年代に逓減し,2001年に1.73となった｡そ

れ以降,合計特殊出生率はやや回復する傾向が見ら

れ,2008年には1.97となった｡一方,日本の合計特

殊出生率は1974年から長期間にわたって徐々に低下

してゆき,2005年に1.26となった｡その後,やや回

復の兆しがあり,2009年には1.37となった｡

オース トラリアの合計特殊出生率は1962年から

1966年にわたって急激に低下したが(図3を参照),

その理由を考えてみたい｡1960年代に,平均初婚年

齢が低下し (図1を参照),20-24歳の女性に占める

既婚女性の割合がその時期に増加していた (図2を

参照)｡1960年代に結婚 した女性の中心は表2にお

ける1938-43年生まれと194ト46年生まれのコーホー

トの女性であるが,これらの女性の生涯未婚率はき
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わめて低い｡このように,1960年代には晩婚化や未

婚化が進行していなかった｡とすると,合計特殊出

生率の低下は晩婚化や未婚化以外の原因から起こっ

たことになる｡さて,既婚女性の労働力参加率は

1960年頃から高くなっていったから(表3を参照),

出産する子供数を減らすニーズが高まったと考えら

れる｡そのとき,ピルの利用が可能となったから,

合計特殊出生率が急激に低下した｡合計特殊出生率

が1962年から1966年にわたって急降下した原因をこ

のように推論できる｡

オース トラリアで1972年から1976年にかけて合計

特殊出生率が再び急激に低下した｡その理由として,

ピルの普及や人工妊娠中絶の合法化に加えて,女性

の高学歴化,既婚女性の労働力参加,性役割意識の

変化といったことが指摘されている｡これは,次の

ように因果関係を解釈できる｡女性が高学歴化し,

結婚後も就業する女性が増加したために,母親の役

割を最も重要と必ずしも考えなくなった｡そこで,

出産する子供数を減らすニーズが高まった｡そのと

き,ピルがいっそう普及し,人工妊娠中絶が合法化

されたから,合計特殊出生率が急激に低下した｡で

は,晩婚化や未婚化は合計特殊出生率のこの低下に

影響を及ぼしていたかどうかを検討したい｡オース

トラリアでは1975年頃から晩婚化や未婚化が一貫し

て進行している｡合計特殊出生率は1972年より急激

に低下したから,その低下は晩婚化や未婚化が進行

する以前に起こっていた｡それゆえ,晩婚化や未婚

化は,1972年から1976年にかけての合計特殊出生率

の低下にも影響を及ぼしていないと考えられる｡

1970年代からオーストラリアでは同棲が広まって

いるが,パー トナーがいない若者の増加は合計特殊

出生率に影響を与えているかどうかを検討したい｡

1991年のセンサスから同棲について質問している｡

パー トナーのいる若者の割合がその年からどのよう

に変化したかを見たところ,1991年からその割合が

減少する傾向があった (表6を参照)｡つまり,結

婚も同棲もしていない若者の割合は男性でも女性で

も増える傾向があった｡一方で,合計特殊出生率は

1990年代にやや低下し.2002年から逓増している(図

3を参照)｡両者の変化は関連していないからノギー

トナーがいない若者の割合の増加は合計特殊出生率

に影響を及ぼしていないと考えられる｡

両国で合計特殊出生率が高かったのはどのような

時代であったかを振 り返っておきたいrJ1950年代の

オース トラリアでは,大部分の人が結婚し,かつ早

婚であった｡そして,｢サラリーマン一主婦型家族｣

が典型的に見られた｡この時代,合計特殊出生率は

3を超える高い水準にあった｡高度経済成長期の日

本でも,大部分の人が結婚し,かつ早婚であった｡

そして,｢サラリーマン一主婦型家族｣が大規模に

出現した｡日本では1950年代に人工妊娠中絶が合法

化され,家族計画運動が展開された｡そこで,高度

経済成長期の日本の合計特殊出生率は1950年代の

オース トラリアほど高い水準でなかったが,2.1く

らいで安定していた｡これらの事実から,次のこと

がいえる｡まず,結婚して家族を構成している女性

は未婚の女性よりも子供を生みやすい｡そこで,若

者が骨始的状況であると,子供が生まれやすい｡次

に,早婚であると,女性は若いときから子供を生み

始めるから,多くの子供を生むことに繋がる｡さら

に,｢サラリーマン一主婦型家族｣では,妻は専業

主婦として家事と育児に専念できるから,夫婦は子

供を育てやすい｡そうすると,皆姫的状況,早婚,｢サ

ラリーマン一主婦型家族｣といった3条件がそろっ

ていた経済的繁栄の時代であったから,合計特殊出

生率が高かったと考えられる｡日本では.高度経済

成長が終わって皆始的状況という条件が欠けること

で1974年から合計特殊出生率が低下していったOこ

れに対し,オース トラリアでは,既婚女性の社会進

出が進んで ｢サラリーマン一主婦型家族｣という条

件が欠けて,子供数を減らすニーズが高くなったの

で,1960年代と1970年代に合計特殊出生率が急激に

低下した｡

避妊手段が導入されて普及し,人工妊娠中絶が合

法化されたとき.両国の合計特殊出生率は急激に低

下 していた｡オース トラリアで合計特殊出生率が

1960年代に急降下したのは,ピルが利用できるよう

になったからであった｡そして,合計特殊出生率が

1970年代に再び急激に低下したのは,ピルが普及し,

人工妊娠中絶が合法化されたためであった｡日本で

1949年から1955年頃まで急激に低下したのは,人工

妊娠中絶が合法化され,家族計画運動が全国的に展

開されて避妊手段が普及したからであった｡これら

のことから.避妊手段の導入 ･普及や人工妊娠中絶

の合法化は合計特殊出生率を大きく低下させること

が分かるO

(5)少子高齢化対策としての移民受け入れの是非

オーストラリアはこれまで多くの移民を受け入れ

てきた｡2006年のセンサスによれば,オーストラリ

ア居住者のうちで29.0%が外国生まれであった｡で

は,移民の女性とオーストラリア生まれの女性の間

で.合計特殊出生率で差があるかどうかを見ておき

たい｡オーストラリア生まれの女性は外国生まれで

オース トラリアに居住する女性よりも多くの子供を

出産する傾向がある｡2006年の数値をあげると,
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40-44歳のオース トラリア生まれの女性は平均2.1人

の子供を生んでいるのに対 し,外国生まれである女

性のその数字は平均2.0人である｡外国生まれの女

性の出産した子供の数が少ないのは,次のような理

由からである｡まず,子供がたくさんいる大家族で

は外国に移住 しにくいから,子供をたくさん作 らな

いことである｡次に,多くの移民にとって重要なこ

とは経済的に自立することであり,子供を持つこと

は重要度が低いことである (ABS2008d:22)19)｡

少子高齢化による人口減少に対処するために,日

本経団連は定住を前提とした大量の移民の受け入れ

を2008年に提言した (朝日新聞 2008)｡オース トラ

リアが多 くの移民を受け入れてきた歴史から,日本

が移民を受け入れることについて次のことがいえ

る｡日本が多くの若者を移民として受け入れても,

そうした移民の女性は日本生まれの女性よりも合計

特殊出生率が低い｡それゆえ,移民を受け入れたと

きは日本で若者の人口が一時的に増加するかもしれ

ないが,移民の受け入れは若年人口の永続的な維持･

増加に繋がらない可能性が高い｡

(6)家族の共通性

オーストラリアと日本では,家族をめぐって同じ

ような現象が出現している｡晩婚化や未婚化,両親

と同居する独身の若者の増加,離婚の増加は,両国

で発生している｡これらの現象は次のような原因か

ら起こっていた｡

晩婚化や未婚化が起こった主な原因は,経済情勢

の悪化であった｡1970年代はじめまでの好景気の時

代が終わり,一家を支えるだけの収入 (あるいは,

若い女性が希望する生活を実現するのに十分な収

入)を稼 ぐことができない男性が現れた｡その後,

非正規雇用やパー トタイムの労働者が増加し,低収

入の若い男性が更に増えた｡そうした若い男性は結

婚相手を得にくいから,晩婚化や未婚化が進行したO

オース トラリアでは,1970年代から同棲が広まって

いったけれど,パー トナーのいない若者の割合が増

加していたO

両親と同居する独身の若者が増加したのは,やは

り経済情勢の悪化が一因であった｡失業率が高 くな

るとともに.非正規雇用やパー トタイムの労働者が

増加し,就業の不確実性が高まった｡若者は経済的

に自立しにくくなったから,両親と同居する若者が

増加していった｡日本ではそうした若者はパラサイ

ト･シングルと呼ばれている｡当初,パラサイト･

シングルは ｢学卒後も親に基本的生活条件を依存し

てリッチな生活をしている独身者｣であったが,義

近では両親に経済的に依存 しなければ暮らしてゆけ

ない若者- と変化 している (山田2007:136)｡

離婚の増加にはいくつもの理由があったが,就業

する既婚女性の増加,雇用の不安定化,結婚への高

い期待といったことは両国で共通して見られた理由

であった｡

グローバル化が進行 しているために.オーストラ

リアと日本は同じような経済情勢のもとにおかれて

いる｡高い失業率や非正規雇用労働者の増加が両国

の若者の間で広がっているC また,先進国では個人

主義的な価値観が広まっている｡こうしたことが,

晩婚化や未婚化,両親と同居する若者の増加,離婚

の増加といった現象を両国で共通に生んでいる｡

(注)

(1)筆者は1984年から1988年までキャンベラにある

オース トラリア国立大学に留学した｡当時,スー

パーマーケットなど多 くの商店は午前 9時開店

で,月曜日から木曜日までは午後5時,金曜日は

午後9時,土曜日は正午に閉店であったo小さな

個人商店だけが午後5時以降も店を開けていた｡

筆者は閉店時間がそんなに早いことを知らなかっ

たので,留学初 日,夕食の食料を購入できず夜ひ

もじい思いをした｡商店が早 くに閉店となるのは

消費者として不便であったが.そこで働 く従業員

は夕方の早い時間に帰宅でき.一家団撃の時間を

持てる｡1997年にキャンベラを再訪したとき,商

店はもっと遅 くまで営業していた｡なかには,24

時間営業や深夜 0時閉店のスーパーマーケットも

あった｡商店の営業時間やオーストラリア人の働

きぶ りが10年 くらいの間にとても変化 したこと

に,筆者は驚博 した｡ところで,留学していたと

き,筆者は夫婦が連邦政府の公務員をしている家

庭で2年間ほどホームステイをした｡夫婦は平目

午後6時前に帰宅していた｡そこで.官庁では超

過勤務がないのかと質問したら.夫は超過勤務を

するかどうかは本人が決められると言っていた｡

筆者は留学前に会社に勤めていた｡そこでは,本

人が超過勤務を受け入れるかどうかにかかわら

ず,仕事が残っていれば超過勤務をせざるをえな

かったOさらに,夫婦は11ケ月間働 くと.1ケ月

間の長期休暇を取得 して,車の後ろにキャンピン

グカーを付けてオース トラリアの北の砂漠地帯を

旅行してきたり,海外旅行に行ったりしていた｡

夫は公務員が11ケ月働いたら,1ケ月間の休暇を

取得しないといけないのだと言っていた｡筆者は

地球上にこんなに恵まれた労働条件で働ける国民

がいることを知って,驚嘆した｡

(2)オース トラリアでは,1946年から1965年がベビー
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ブームの時代であり,その間に生まれた人々がベ

ビーブーマーと呼ばれている (ABS2004)｡

(3)ピルが1961年に入手できるようになる前は,

結婚前に性交渉を持つことは慎まなければなら

ないこととされていた｡当時,未婚の母親が子

供を養育することは好ましくないことと考えら

れていたから,女性が結婚 しないで生んだ乳児

は養子に出すことが一般的であったし,そうす

ることを強いられた｡こうした状況であったか

ら,未婚の女性が妊娠したら ｢できちゃった婚｣

(shotgunma汀iage)をすることが多かったので

ある (Gilding2001:16;Hayesetal.2010:4)｡
(4)第 2次世界大戦直後に,オース トラリアは

束 ヨーロッパか ら移民を受け入れた｡束 ヨー

ロッパか らの移民には独身男性が多 くいた｡

東 ヨー ロ ッパか らの移民の間で独 身女性が

不足 していたため に, 多 くの移民 の独 身男

性はイギリス系のオース トラリア人女性 と結

婚 した｡ このことは.女性の生涯未婚率が下

が った理 由 の 1つ で あ る (McDonald1995:

33-4)｡

(5)1950年代と1960年代には結婚が両親の家を出る

主な理由であった｡1970年代になると,結婚のた

めに両親の家を出ることは減った｡多くの若者は

自立して暮らすためやパー トナーと同棲するため

に両親の家を出るようになった01960年代から

1980年代のはじめまで,女性は19歳か20歳に両親

の家を出ることが多く,男性でも21歳頃に両親の

家を出ていた (Westonetal.2001:13)O

(6)1907年のハーベスター判決で,労働者の基礎賃

金 (basicwage)を労働者家族が穏当な生活を維

持するのに必要な金額と決められた｡このように,

労働者の賃金は,経営者が基礎賃金を払えるかと

か生産性 とかにかかわりなく決まることとなっ

た｡この基礎貸金の考え方は賃金決定の基本とな

り,その後もずっと引き継がれていった｡｢サラ

リーマン一主婦型家族｣のもとで夫が家族を養う

のに十分な賃金を稼ぐことができたのは,基礎賃

金による賃金決定方式のためである (McDonald

1995:34)0

(7)第2次世界大戦中に男性が兵士として出征した

ので,女性が男性に代わって仕事に就いた｡戦争

が終わり出征した男性が引き揚げてくると,多く

の女性は男性のために仕事を辞めて家庭に戻らな

ければならなかった｡第2次世界大戦中に多 く

の女性が男性に代わって就業したことは,戦後

における女性の労働力参加を促 した (McDonald

1995:34)｡

(8)センサスでは,1991年から同棲関係を調査して

いる｡15歳以上であるすべての人口のうちで同棲

関係にある割合は次の通 りである｡男性では,

1991年が4.3%,1996年が6.1%.2001年が7.5%,

2006年が9.0%である｡女性では,1991年が4.1%,

1996年が5.9%,2001年が7.2%,2006年が8.6%で

ある｡25歳から29歳の同棲している割合が最も高

いが,この年齢帯の人口のうちで同棲関係にあ

る割合は次の通 りである｡男性では,1991年が

9.4%,1996年が14.1%,2001年が17.7%,2006年

が21.0%である｡女性では,1991年が9.1%,1996

年が13.6%.2001年が17.6%,2006年が21.3%で

ある｡

(9)10代の結婚は離婚で終わることが多い (de

Vaus2004:213)｡
(10)1977年には,子供を扶養する離婚した母親だ

けでなく,子供を扶養する離婚 した父親もその

手当を受け取れるようになった (thesupporting

parent'sbenefit)｡1989年 には,その手 当は未

亡人年金 と一体化されて,片親年金 (thesole

parentpension)となった｡

(ll)結婚後2年以内に第 1子を出産する女性の割

合は,その後の1976年から1989年まではあまり変

化していない (ABS1993:128)｡

(12)ただし,2006-07年に18-34歳の若者が最初に

両親の家を出た平均年齢は男性で20.9歳,女性で

19.8歳である (ABS2009b:25),J

(13)2006-07年の調査によれば,両親と同居する若

者があげるその主な理由は,経済的理由 (33%).

両親の家に住むのが便利あるいは楽しい (29%)

であった｡これに対し,両親と別居する若者があ

げるその主な理由は,自立するため (32%),パー

トナーと同棲あるいは結婚のため (18%),勉学

のため (17%).就職や仕事のため (11%)であっ

た (ABS2008:ll)｡

(14)2006年に同棲 していた人のうち,これまで結

婚したことがない人は70%であり,離婚や離別し

た人は27%であった｡結婚したことがない人が同

棲するのは35歳未満の人に多いのに対し,離婚や

離別した人が同棲するのは35歳以上の人に多い

(ABS2008b:213)｡

(15)子供が両親の家で相手と性的関係を持つこと

を容認しない両親も多いけれど,過半数の両親は

子供が両親の家で性的関係を持つことを不承不承

であれ受け入れていた (Hartley1993a)｡

(16)結婚が離婚で終わる確率は,だんだんと高

まっているOそ して,2000-02年に結婚 した人

は,1985-87年に結婚 した人よりも離婚する確率
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が高いと予想されている｡結婚が離婚で終わる

確率 は,1985-87年 に結婚 した人で28% (男性

27.9%,女性27.7%)であり,2000-02年に結婚し

た人で330/.(男性33.40/.,女性33.2%)である (Jain

2007:45)｡

(17)混合家族とは次のような家族である｡2人以

上の子供がいるカップルからなる家族である｡そ

して,少なくとも1人の子供はカップルの実子で

あり,少なくとも1人の子供はカップルのいずれ

かの継子である｡これに対し,継子継親家族とは

次のような家族である｡1人以上の子供がいる

カップルからなる家族である｡そして,少なくと

も1人の子供はカップルのいずれかの継子であ

り,いずれの子供もカップルの実子や里子ではな

い ｡

(18)この現象は,｢結婚における傾斜｣(marriage

gradient)(Bemard1972)と呼ばれている｡個

人は宗教,年齢,教育レベル,職業,民族といっ

た社会的背景で同じ人と結婚する傾向がある｡さ

らに,この枠組みの中で,男性は年齢,教育,職

業,収入で自分よりも少し低い女性と結婚する傾

向がある｡

(19)ただし,外国で生まれたオース トラリアに住

む女性でも.どの国で生まれたかによって出産し

た子供の数で差がある｡中近東で生まれた女性は

多 くの子供を生んでお り,40-44歳の女性は2006

年において平均2.8人の子供を生んでいる｡なか

でも,レバノン生まれの女性が生んだ子供の平均

人数は3.3人と多い｡また,ポリネシアで生まれ

た女性は平均2,8人を生んでいる｡
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